
 

広島市成年後見利用促進センターでは、認知症等により判断能力が不十分である

ために、意思決定が困難な人を支える方々などに対し、成年後見制度の利用という

視点から弁護士、司法書士、社会福祉士が助言等を行う相談会を開催します。 

 

１ 開催日時 

  原則 毎月第３火曜日 13 時 30 分～16 時 00 分（実施予定日参照） 

相談時間は、一人 30 分です。（定員は１日５人） 

２ 開催場所 

  広島市総合福祉センター５階 会議室１ 

  〒732-0822 広島市南区松原町 5 番 1 号 

（BIG FRONT ひろしま） 

３ 相談料金 

無料 

４ 対応可能な相談内容 ※一例です。 

● 成年後見制度の利用方法が知りたい。 

● 親族の成年後見をしており、相談したいことがある。 

● 親が認知症で、勧められるまま高額な買物や契約をして対応に困っている。 

● 自分が認知症になったときに備えて、今できることはどのようなことがある 

のだろうか。 

上記のような相談を受け、その場での助言や、必要に応じて適切な機関などを

紹介します。 

なお、その後の対応については有料になる場合があります。 

５ 相談会当日までの流れ 

まずは電話または FAX、e-mail でお申込みください。 

相談を希望される人へ「専門職による成年後見相談会予約受付票」を郵送また

は FAX、e-mail で送付しますので、必要事項を記入し、相談会開催月の前月末ま

でに広島市成年後見利用促進センターに提出してください。 

  提出いただいた後、ご来場いただく時間等を改めてご連絡いたします。 

  なお、成年後見制度に関する相談会ですので、内容によってはお受けできない

場合があります。 

６ 申込み・お問合せ先 

  社会福祉法人広島市社会福祉協議会 

 生活支援課 成年後見係   担当：内
うち

空閑
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  電話０８２-２０７-３３６７  FAX０８２-２６４-６４３７ 

e-mail kouken@shakyohiroshima-city.or.jp 

 

※ 感染対策を講じた上で相談会を開催しますが、新型コロナウイルス感染症の 

感染状況によっては、中止させていただく場合があります。 

 

 

  

専門職による成年後見制度に関する相談会（無料）のお知らせ 

mailto:kouken@shakyohiroshima-city.or.jp


 

令和 3年度 

専門職による成年後見相談会実施予定日 

 

日 程 曜日 時 間 

令和3年10月19日 （火） 13：30～16：00 

    11月 16日 （火） 13：30～16：00 

    12月 21日 （火） 13：30～16：00 

令和 4年 1月 18日 （火） 13：30～16：00 

     2月 15日 （火） 13：30～16：00 

     3月 15日 （火） 13：30～16：00 

 

※相談無料。事前の予約必要です。 

 

 

 

 


